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平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う 

医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について 
 
標記につきまして、厚生労働省より通知がありました。 

本件は、医療用医薬品の供給について、保険医療機関への長期処方の自粛ならびに保険薬

局への分割調剤の考慮を求めるものです。 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により、製薬会社の生産設備等に被

害を受けたため、現時点で一部の医療用医薬品について生産中止となっているものがあると

のことです。 

そのため、医薬品の長期処方や調剤により、一時的に被災地域へ必要な医薬品が供給され

なくなる懸念があることから、保険医療機関及び保険薬局に対し、当面の間、長期処方の自

粛や分割調剤の考慮など必要最小限の最適な処方ならびに調剤を行うよう協力が求められて

います。 

 

 


